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午前11時04分開会 

○永本浩子委員長 ただいまから、文教民生委員会

を開会いたします。 

本日の委員会では、付託されました議案１件につ

いて審査いたします。 

それでは、議案第１号令和５年度網走市一般会計

補正予算中、物価高騰低所得者支援臨時給付金給付

事業について、併せて繰越明許費補正もありますの

で一括して説明を求めます。 

○清杉利明社会福祉課長 議案資料の４ページを御

覧願います。 

令和５年度一般会計社会福祉総務費、物価高騰低

所得者支援臨時給付金給付事業の補正予算につきま

して御説明いたします。 

１の補正の理由及び内容でありますが、国の物価

高騰重点支援地方交付金を活用し、物価高騰対策と

して所得の少ない世帯に対し給付金を支給するた

め、次の経費を追加補正するものであります。 

なお、事業の完了が見込めないことにより、事業

費の一部を翌年度に繰り越しいたします。 

本事業につきましては、令和５年11月２日に閣議

決定された物価高対策のための重点支援地方交付金

において、低所得者支援枠を追加的に拡大し、給付

金を給付することが決定されたもので、金額につき

ましては事務的経費に201万5,000円、給付金に１億

1,250万円、合計で１億1,451万5,000円となります。 

２の補正額でありますが、歳出予算における補正

前の額、補正額、補正後の額につきましては、

（１）歳出予算に記載のとおりとなり、財源内訳に

つきましては全額国庫補助金となります。また、歳

入予算における補正前の額、補正額、補正後の額に

つきましては、（２）歳入予算に記載のとおりとな

ります。 

３の繰越明許費につきましては、補正額１億

1,451万5,000円のうち6,810万円を翌年度に繰り越す

ものでございます。 

資料は５ページを御覧願います。 

４の事業の概要でありますが、１つ目は、令和５

年度分の住民税均等割のみが課税されている世帯に

対して、１世帯当たり10万円を給付するもので、給
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付金額は8,500万円となります。 

２つ目は、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税

世帯への給付金の加算として、当該世帯に扶養され

ている18歳以下の児童１人当たり５万円を給付する

もので、給付金額は2,750万円となります。 

いずれにつきましても、令和５年12月１日現在、

網走市に住民登録がある世帯が対象となり、住民税

が課税されているものの扶養親族等のみからなる世

帯につきましては対象外としております。 

対象世帯数等につきましては、１つ目の均等割の

みの課税世帯につきましては850世帯、２つ目の子

供加算の部分につきましては、子供の人数で550

人、世帯では300世帯を見込んでおります。 

支給予定でありますが、対象世帯に対して準備が

整い次第、給付要件確認書を送付し、その返送を受

けた世帯に順次支給を開始したいというふうに考え

ております。 

また、申請期間につきましては、令和６年５月15

日までとしております。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございますか。 

○村椿敏章委員 今回の補正予算ですが、事業の概

要の中で物価高騰に対して、住民税均等割のみ課税

されている世帯、850世帯に給付しますよというこ

とだと思うのですけれども、昨年松浦議員が、均等

割が課税されている世帯が何世帯あるのかというこ

とや、そこにも当然給付すべきではないかというよ

うな質問もしていたと思うのですが、そこに給付す

るようになるということで捉えてよろしいのです

か。 

○清杉利明社会福祉課長 今現在、非課税世帯に対

しましては７万円の追加給付をしておりますが、均

等割が課税されている世帯については、追加給付の

対象外でしたが、今回、地方交付金のほうの追加交

付のがございまして、この事業に対しましては均等

割のみが課税されている世帯につきましては対象と

するということで、約850世帯というふうに見込ん

でおります。 

○村椿敏章委員 そういう意味で言えば、非課税世

帯か、または今回の住民税均等割のみの世帯の収入

自体がさほど変わらなかったと思うのですよね、 

あのとき100万円と95万円だったかなと思ったので

すが、そういう中で、今の物価高騰で大変な世帯で

すから、当然あのときに松浦議員が言っていたよう

に給付すべきものと考えていますので、私はこの件

については非常に賛成ですし、早く支給していただ

きたいなと思っております。 

私からは以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 これは国の事業というので理解し

ているのですけれども、ただ年度をまたいでしまう

というので繰越明許費というふうになっております

けれども、やはり３月から４月に変わる年度という

のが多分子育て世代、一番進学とかでお金がかかる

ときではないのかな、制服とかの準備とかで。それ

であればなるべく早くやってあげたほうがというの

はあって、それで急いではいるのでしょうけれど

も、今のところ支給予定日というのは整い次第とい

うふうにはなっているのですけれども、概算の予測

としては、どれぐらいから準備ができるような今の

テンポとしてはあるのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 現在のところは情報の整

理等を進めておりますけれども、できれば２月中ま

でには確認書の送付を終了しまして、３月上旬ぐら

いからは支給を開始できるようにということで準備

を進めております。ただ早く支給を開始してしまい

ますと、今現在７万円の追加給付をしております

が、その非課税世帯のうち子供加算の対象世帯が重

複してしまうということがございまして、２月すぐ

に支給を開始するというのはちょっと重複の確認等

のリスクもございますので、一応、今のところは２

月中に確認書を送付して、３月上旬からは遅くても

支給を開始できるようにというふうに進めたいとい

うふうに考えております。 

○古都宣裕委員 重複されて予算が足りなくなった

りしたら、それはそれで大変なことなので、そうし

た部分も気をつけながら、なるべく早めな支給を目

指していただければなというふうに思います。 

余談ですけれども、北海道の牛乳のやつではウェ

ブと紙での申請で、両方申請してしまうと両方届い

てしまうというような事例もあったりしたので、そ

うした部分、行政として気をつけてやっていただき

ながら、なるべく早くの支給を目指していただけれ

ばと思います。 

以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。 

次に、議案第１号中、学校教育指導奨励事業、中
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学校体育文化振興事業補助金について説明を求めま

す。 

○高橋善彦学校教育課長 それでは議案資料の６ペ

ージを御覧願います。 

令和５年度一般会計指導奨励費、中学校体育文化

振興事業補助金の補正予算について御説明をいたし

ます。 

１の補正の理由及び内容でございますが、中学校

の部活動等に係る大会参加経費の一部を助成する補

助金につきまして、当初想定を上回る申請が見込ま

れるため、必要な経費を追加補正しようとするもの

であり、金額は700万円となってございます。 

本補助金につきましては、網走市立中学校に在籍

する生徒が対外試合及び、コンクール等に参加する

場合に、その経費の一部を補助する事業でございま

す。 

令和５年度につきましては、昨年度までの新型コ

ロナウイルス感染症の影響をほぼ受けず、大会等も

通常どおり開催されているところでございます。こ

のような中、当市中学生が参加しました対外試合等

において、全道大会等への参加実績が増えたこと

や、今まで対象としていなかった選抜チームへの補

助対象拡大などもございまして、令和５年９月まで

の実績と10月以降、本年３月までの見込みが既定予

算を大きく上回ることが想定されるため、補助金を

増額しようとするものでございます。 

２の補正額でございますが、事業費700万円の財

源内訳につきましては、全額ふるさと寄附基金繰入

金を活用しようとするものでございます。 

歳出歳入予算における補正前の額、補正額、補正

後の額につきましては、記載のとおりでございま

す。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございますか。 

○村椿敏章委員 クラブ、クラブじゃない、部活の

チームの助成ということですが、要は上回る申請が

見込まれていると。これは先ほども言っていた選抜

チームということもあったと思うのですけれども、

何チームぐらい選抜チームで補助金を出すような形

になったのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 今現在の見込みも含みま

すけれども、全体で今12件程度と想定されておりま

す。 

金額につきましては、合計して215万円程度とい

う形で見込んでございます。 

○村椿敏章委員 今、選抜チームのことだけを聞い

てしまいましたが、全体では何件になるんですか。 

○高橋善彦学校教育課長 一応、今９月までの実績

で約100件、950万円程度の執行でございます。 

今、10月から、もう実施が終わっている部分もあ

りますし、今後冬季スポーツ、そういった部分もご

ざいますので、見込み額が今回補正額700万円です

けれども、足りないのではないかというところが見

込まれるところでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

やはり子供が少なくなっている状況で、選抜チー

ム、複数の学校で部活をやらなければできないと 

いう状況が多々あるということも理解できましたの

で、これについてはぜひ進めていただきたいなと思

います。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○金兵智則委員 今、選抜チームで215万円という

話がありましたけれども、ということは、補助要綱

を拡大した結果、これ215万円で収まるのかわから

ないですけれども、その補助を拡大した分というの

は、最終的に年間でどれぐらいを見ているというこ

となのですか。補正の700万円のうちにも選抜チー

ム分って言えばいいのか、補助が今まで当たらなか

った子たちが当たるようになった、拡大した分で、

補正が通ったら1,800万円になりますけれども、

1,800万円のうちどれぐらいが補助要綱を拡大した

分になるという見込みなのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 選抜に係る部分に関しま

しては、昨年度、令和４年度の後半の部分から一部

対象としていたところでございますけれども、今年

度につきましては学校ともいろいろとお話をした中

で、年度当初からそういった選抜に参加する生徒の

部分を出していきましょうということで執行してい

きましたので、今まで野球、バレーボールとか、そ

ういった競技が主になるのですけれども、そういっ

たところで出していただいた部分で、先ほどもおっ

しゃった215万円の部分ですけれども、こちらに関

しましては今までの実績プラス見込みということで

出した金額でございますので、1,800万円のうち増

額分としまして、この部分というのは当然含まれて

おります。 

さらに今回、補助要綱も改正いたしまして、宿泊

代、この部分につきましても若干増額している部分

がございますので、そういった経費も今回の補正要
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因かなと。加えて、貸切バス代、これが昨年、令和

４年度から比べまして、令和５年度が約1.4倍程度

増加している部分というところもございますので、

そういった意味を含めて、ちょっと今後の大会参加

状況にもよりますけれども、今回700万円の補正を

お願いしたいというところでございます。 

○金兵智則委員 別に反対しているわけではないの

ですけれども、たしかずっと1,100万円で毎年来て

いたましたよね。後半になってくると、割り当て分

が少なくなりながら1,800万円で収まるように調整

するなんていう話も聞こえてきた時代もありました

ので、この事業も補正で組めるのだなというふうに

思ったのです。今までも、もし足りない分を補正で

きていたなら、もうちょっとちゃんと当たっていた

子たちもいたのではないのかなというふうに思った

ものですから、今お伺いしたのですけれども。 

補助要綱拡大ということは、そうしたら大会に参

加というか、それも増えた数、補助対象になる大会

参加も増えたということなのですか。ざっくり言う

と、この1,800万円にするのに補助要綱拡大が主な

要因なのか、件数が増えたからなのか。コロナの影

響がなくなったと言ったって、コロナがなかった時

代だって1,100万円より少なかった時代も多分あっ

たはずなのですよ。それらも含めて、３月には来年

度予算も出てくるわけですから、それらを見越して

いろいろ考えていかなければならないというふうに

思うのですけれども、その辺の実態はどうなってい

るのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 大会の参加実績と言いま

すか、参加状況ですけれども、昨年度で123大会に

出場をしております。今年度につきましてはまだ見

込みでございますけれども、130から140といった見

込みで考えているところでございます。 

昨年度まで1,100万円という予算の中でやってき

たわけでございますけれども、今まではコロナ禍と

いうところがあったので、大会参加数も少なかった

ということで何とかその中でやっていただいていた

という部分はあるのですけれども、やはり今回、い

ろいろ全国大会に出場した学校などもございました

ので、そういった部分でかかる経費としては、保護

者負担を減らすという意味では補正をして、事業費

を拡大していきたいというような考えでございま

す。 

○金兵智則委員 なるほど。ということは、今まで

どおり今後もしていくけれども、足りない部分につ

いては随時補正をするみたいな今イメージだったの

ですけれども、でも補助要綱はもう拡大しているの

ですから、そもそも今までよりはかかるんですよ

ね。バス代も含めた経費も1.4倍になるのですか

ら。今後の話ですから、今回話すことではないのか

もしれないですけれども、増えていくというか、間

違いなく金額は増加するのだということは見えてい

るということなのですよね。 

○高橋善彦学校教育課長 委員おっしゃるとおり、

今後につきましてはそこら辺を見据えた上での予算

措置と言いますか、事業費を考えていきたいと思っ

ています。 

○金兵智則委員 はい、わかりました。 

○栗田政男委員 網走の子供たち、一生懸命に頑張

って、いろいろな大会に出るというのは、非常にや

っぱり子供たちにとっては新しいというか、今まで

見たこともない場所に行って、いろいろな人たちと

スポーツであったり、文化事業のいろいろな大会に

参加されるということで、これＰＴＡのほうでも多

分この体文の会計を持っているはずなのですね。そ

れプラス市のほうで補助をして、自己負担も当然あ

るのでしょうし、先ほどの答弁の中にはバス代が高

騰している、それも承知をしておりますし、ホテル

代も多分かなり上がっているのではないかというふ

うに思います。全てが値上がりしているので、それ

に対応できるような方法というのはしっかり、全て

潤沢にというわけにはいかないでしょうけれども、

してあげてほしいのですが、その補助の割合は一定

の基準を持って教育委員会のほうが行われているの

かをお聞きしたいと思います。 

○高橋善彦学校教育課長 おっしゃるとおり、補助

要綱がございますので、それにのっとってやってお

りますので、その補助要綱のアッパーと言います

か、上限の中で出しているというか、形でございま

す。宿泊費ですとか、やはりどうしても補助要綱よ

りも今現在の状況ですと、宿泊費はかなり高いとい

った部分もありますけれども、その辺については今

回補助要綱のほうも宿泊上限を少し上げたところで

ございますので、その中で対応していただければな

というところで考えているところでございます。 

○栗田政男委員 ざっとでいいのですけれども、割

合的にね、個人負担が何割とか、市のほうが何割、

それで体文のほうからも、多分こういう予算を持っ

ていますから、そっちからも支出されると思うの

で、それを基準に考えていると思うのですけれど
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も、ざっとどういうような割合で実施されているの

か、大体わかりますか。 

○高橋善彦学校教育課長 申し訳ございません。割

合までは求めてはいないのですけれども、地区大会

ですとか、近隣でかかる大会につきましてはこの補

助で見られるのかなと考えております。ただ、やは

り、全道大会、全国大会になりますとこの補助金だ

けではなかなか足りない部分がございますので、あ

る一定程度の個人負担というところが生じてくるも

のと考えておりますので、大会が遠くなればなるほ

ど個人負担も増えてくるというふうな認識はしてお

ります。 

○栗田政男委員 聞くと、近いところだと全額も出

せるということなので安心しました。 

もちろんね、受益者負担っていうのは当然必要で

すから、全国大会というところに、東京だとか大阪

に行くのに全部受益者負担がなしでというのは、そ

れは不可能なことですし、公平性の観点からもそこ

まではちょっと無理なのかなという気がしますけれ

ども、網走という地方都市に住んでいると、大会と

いうのは中央部、都市部に行かなければいけないっ

ていうのは、これはもう宿命なので、その辺も配慮

される、こういう姿勢っていうのは今後も必要かな

と思いますので。僕もＰＴＡ時代、非常に苦労しま

した。お金がなくて、限られた予算の中で、みんな

行きたいのにって。やっぱり親御さんになるべく負

担をかけたくないという思いをずっと思っていまし

た。今後も引き続きこの事業をしっかりやっていた

だきたいと思います。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 すみません。 

先ほど、村椿副委員長及び金兵委員の質問の中で

215万円だと。上がった要因の中では要綱が変わっ

て、宿泊費が増額したり、バス代が上がった部分が

含まれているから700万円なのですよという説明だ

ったのですけれども、それで間違いないですか。 

○高橋善彦学校教育課長 その要因もございます

し、加えて言うなら全道大会の、今回、出場件数が

昨年度と比べるとかなり増えているという状況で

す。全道大会も北海道は広いので、かなり遠方です

と金額も全然変わってきますので、北見で全道大会

をやるのと室蘭で全道大会をやるのは違いますの

で、そういった部分も大きい要因の一つでございま

す。 

○古都宣裕委員 それであれば、この補助理由及び

内容のところだけを見るとですよ、想定を上回る申

請が見込まれるためという、ここだけを見ると、た

くさん全道大会とかに行く生徒がいたのだなと。別

にこの予算自体は反対するものではないのですけれ

ども、果たしてこれが議員側に向けた丁寧な説明な

のかなというのがちょっと引っかかりまして。 

もし、その部分も小さくない影響があるのであれ

ば、補助要綱が変わって、こういった増額の部分が

あったのでという一文があっても僕はよかったので

はないのかなと思うのですけれども、これを見てど

のように感じますか。 

○高橋善彦学校教育課長 古都委員おっしゃるとお

り、この資料の記載という面ではちょっといささか

足りない部分があったのかなというふうに感じてい

るところでございます。 

○古都宣裕委員 小さなことではありますけれど

も、議会を信頼してしっかりと回していく部分で

は、こうした資料というのも僕は大切だと思いま

す。一言抜けているだけ、質問がなかったらそれっ

てスルーされてしまったりすることもあると思うの

で、しっかりとした細かい内容という部分も説明し

ていただくように、この事業に限らずなのですけれ

どもお願いいたします。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

議案第１号、令和５年度網走市一般会計補正予算

中、当委員会所管分については、全会一致により原

案可決すべきものとして決定してよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたしました。 

以上を持ちまして文教民生委員会を終了いたしま

す。 

お疲れ様でございました。 

             午前11時33分閉会 


